
地域医療構想

令和５年９月１９日

青森県健康福祉部

1

資料８

令和５年９月１９日
医療審議会計画部会



青森県地域医療構想①

2

地域医療構想の目的

○人口減少、高齢化を見据え、病床の機能分化・連携を推進する
とともに、効率的かつ質の高い地域医療サービスを確保するこ
とにより、高度急性期から在宅医療・介護に至るまで切れ目な
く一体的な医療提供体制を構築することを目指す。

Ⅰ 病床の機能分化・連携の
推進
〇病床の機能分化・連携
〇在宅医療等の充実
〇休床中の病床への対応

○平成29年度 ～ 令和７年度

期間

地域医療構想を実現するための施策

Ⅱ 効率的かつ質の高い地域医
療サービスの確保
〇医療機能の充実・高度化
〇医療従事者の確保・養成
〇在宅医療と介護の連携促進
〇へき地等医療の充実

国において、別添のとおり地域医療構想の2025年以降のスケジュールが示されていることから
本県においても、第８次計画策定時において地域医療構想は変更しないものとする。

（ただし、2025年以降、国の検討・制度的対応に合わせて新たな地域医療構想の策定は進めていく。）
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【参考】令和４年11月28日第93回社会保障審議会医療部会資料
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○県全体の病床数（令和４年）は、13,233床となっており、地域医療構想の実現に着実に向かっているも
のの、必要病床数（令和７年）11,827床を1,406床上回る状況。

○医療機能別では、急性期機能病床が2,552床過大、回復期機能病床2,138床過少。
○引き続き、急性期機能病床から回復期機能病床への転換をさらに進めていくことが必要。

【参考】地域医療構想の進捗状況（県全体）
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【参考】地域医療構想の進捗状況（各構想区域）

津軽地域 八戸地域 青森地域

西北五地域 上十三地域 下北地域

全 体 388床過大
急性期 400床過大
回復期 391床過少

全 体 154床過大
急性期 662床過大
回復期 543床過少

全 体 516床過大
急性期 731床過大
回復期 694床過少

全 体 77床過大
急性期 191床過大
回復期 117床過少

全 体 104床過大
急性期 352床過大
回復期 303床過少

全 体 167床過大
急性期 216床過大
回復期 90床過少


